
一般社団法人 長崎県知的障がい者福祉協会 

平成３０年度 長崎県強度行動障害支援者フォローアップ研修 

実 施 案 内 

1．目的  

強度行動障害児者の支援においては、障害特性の理解に基づく適切な支援を行うことにより、強度

行動障害が低減し、安定した日常生活を送ることが知られています。  

このため、強度行動障害を有する方に対し、適切な支援を行う職員の人材育成を目的とし、

「Vineland-Ⅱ適応行動尺度」「感覚プロファイル」の二つの心理検査に触れ、支援のヒントとして

いただきます。「Vineland-Ⅱ適応行動尺度」では、適応行動の水準を客観的に数値化を行い現時点

での適応行動  がどうなのかを把握し、支援の質と量を判断します。  

「感覚プロファイル」では、感覚の問題を客観的に把握し、多くの発達障害等の人たちへの重要な

支援の視点となり、感覚の問題に困っている発達障害等の人たちの感覚傾向を把握し、その支援策

を考える手助けとなります。 

この二つの心理検査を通じて、特性の理解を行うことで支援の充実を図ることを目的とします。 

 

２．実施主体 

  長崎県 ・ 一般社団法人 長崎県知的障がい者福祉協会 

 

３．研修日程及び会場 

平成 31 年 2月 27 日（水） 13：00～17：00（受付 12：00 開始） 

長崎県庁 1 階 会議室  長崎県長崎市尾上町 3 番 1 号 

 

４．研修内容 

  強度行動障害について（講義） 

       Ｖineland-Ⅱ（ヴァインランド・ツー）適応行動尺度（演習）※１ 

       ＳＳＰ感覚プロファイル（演習）※２ 

 

（※１）Ｖineland-Ⅱ 

    適応行動の発達水準を幅広くとらえ、支援計画作成に役立つ検査です。年齢郡別の相対的評価

を行うとともに、個人内差を把握できます。適応範囲が広く（０歳～９２歳）福祉・医療・教

育・研究といった幅広い分野で利用可能です。 

 

（※2）感覚プロファイル 

感覚刺激への反応傾向を評価する Sensory Profile の日本版です。感覚の過敏さや過鈍さとい

った問題について、複数の感覚領域にわたり包括的に把握することができます。発達障害、特

に自閉症スペクトラム障害のある方などに有用な検査です。 

 

5．講師 

    長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 教授 岩永 竜一郎 先生 

 

 

6．受講定員及び対象者   

  定員：70 名程度 

  強度行動障害支援者養成研修（基礎・実践）を修了されている方が対象となります。 

 

 

 



7．受講お申込み方法 

  長崎県知的障がい者福祉協会ホームページ掲載の研修受講申込書に、必要事項を記入・押印のうえ、

下記申込先あて郵送してください。申込期日を過ぎたもの、FAX による申込みについては受付いた

しません。 

 

【お申込み・ご郵送期限】 

   平成３1年 2月 8日（金）18：00 必着 

※受講申込数が定員に達した場合は、締切前でも募集を終了する場合がございますので、お早

めにお申し込みください。 

 

 【提出書類郵送先】 

 

〒852-8555 長崎県長崎市茂里町 3 番 24 号 

（長崎県総合福祉センター社協棟 2F） 

一般社団法人 長崎県知的障がい者福祉協会 宛 

 

 

8．受講者の決定・通知 

  各法人の代表者若しくは各所属長（個人でお申込みの方は個人）あてに受講決定通知書を送付いた

します。（平成 31 年 2月 15 日頃郵送予定） 

  募集定員を超えた場合、長崎県と協議の上受講者を決定いたします。 

 

9．受講料  無料 

 

研修会場までの受講者の旅費及び滞在費につきましては、受講者各自にてご負担いただきますよう

お願いいたします。 

 

10．個人情報の取扱いについて 

受講申込書により知り得た受講者個人の情報は厳重に管理したうえ、受講管理、修了証書（受講証

明書）の発行、討議用小グループ編成にのみ使用することとします。 

  ただし、受講者間の連携と交流を図るとともに、受講者に対し、討議用に編成した小グループを周

知するため、受講者氏名及び所属事業所等を掲載した名簿を作成のうえ掲示または配布すること、

及び、研修終了後、各市町村に修了者氏名及び所属事業所等について情報提供することとしており

ますので、その旨ご了承ください。 

 

11．修了証書の交付 

   本研修を受講した方には、修了証書を交付します。 

  ただし、定められた全科目を受講することを修了の条件とします。 

  遅刻又は早退等により、講義および演習の内容が十分に習得されていないと認められる者、もしく

は、私語・居眠りなど受講態度が著しく不良の者は欠席とみなし、修了証書等は交付しません。ま

た、虚偽の内容により申込みをしたと判断された場合は、修了証書等の発行後であっても、修了の

取消等の措置をとることといたします。 

 

12．その他 

    

   12．問い合わせ先 

    〒８５２－８５５５ 長崎県長崎市茂里町３番２４号（長崎県総合福祉センター内） 

（一社）長崎県知的障がい者福祉協会 事務局 

＜TEL＞ 095-842-7007  

 ＜FAX＞ 095-842-7008 

＜Mail＞ na-fukushi@vivid.ocn.ne.jp 

mailto:na-fukushi@vivid.ocn.ne.jp

